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平成22年(2010年)3月9日

第2164号

平成22年3月9日

火曜日
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 規則
○ 旅館業法施行細則の一部を改正する規則(生活衛生課)

○ 公衆浴場法施行細則の一部を改正する規則(生活衛生課)

○ 埼玉県教育委員会の保有する個人情報の保護等に関する規則の一部を改正する規則(教委・

総務課)

 告示
○ 特定非営利活動法人の定款の変更に係る公告(川越比企地域振興センター東松山事務所)

○ 粒子状物質を減少させる装置の指定に関する告示の一部改正(青空再生課)

○ 粒子状物質を減少させる装置の指定に関する告示の一部改正(青空再生課)

○ 越谷都市計画生産緑地地区の変更(みどり再生課)

○ 川越都市計画生産緑地地区の変更(みどり再生課)

○ 大規模小売店舗の変更に関する公示(商業支援課)

○ 大規模小売店舗の変更に関する公示(商業支援課)

○ 山王用水土地改良区役員退任届(大里農林振興センター)

○ 所沢都市計画道路の変更(都市計画課)

○ 川越都市計画用途地域の変更(都市計画課)

○ さいたま都市計画道路の変更(都市計画課)

○ 上尾都市計画用途地域の変更(都市計画課)
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○ 草加都市計画用途地域の変更(都市計画課)

○ 草加都市計画道路の変更(都市計画課)

○ 草加都市計画新田駅西口土地区画整理事業の決定(市街地整備課)

○ 宅地建物取引業者の聴聞(開発指導課)

○ 開発行為に関する工事完了公告(川越建築安全センター)

○ 開発行為に関する工事の完了公告(熊谷建築安全センター)

○ 開発行為に関する工事の完了公告(熊谷建築安全センター)

○ 開発行為に関する工事の完了公告(越谷建築安全センター)

 正誤
○ 埼玉県越谷建築安全センター所長告示第三号中訂正(越谷建築安全センター)
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則 

 
旅
館
業
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
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成
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十
二
年
三
月
九
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埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

  
 

 

旅
館
業
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

旅
館
業
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
年
埼
玉
県
規
則
第
五
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。 

 

第
八
条
第
一
項
の
表
第
四
号
中
「
五
ミ
リ
グ
ラ
ム
」
を
「
三
ミ
リ
グ
ラ
ム
」
に
改
め
る
。 

 

第
九
条
の
表
中
「
循
環
ろ
過
器
を
使
用
し
て
い
な
い
浴
槽
水
及
び
」
を
削
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
九
条
の
表
の
改
正
規

定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
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埼
玉
県
規
則
第
五
号
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則 

 
公
衆
浴
場
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
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平
成
二
十
二
年
三
月
九
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埼
玉
県
知
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清 
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公
衆
浴
場
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 
 

 

 

公
衆
浴
場
法
施
行
細
則
（
平
成
二
十
年
埼
玉
県
規
則
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。 

 

第
八
条
第
一
項
の
表
第
四
号
中
「
五
ミ
リ
グ
ラ
ム
」
を
「
三
ミ
リ
グ
ラ
ム
」
に
改
め
る
。 

 

第
九
条
の
表
中
「
循
環
ろ
過
器
を
使
用
し
て
い
な
い
浴
槽
水
及
び
」
を
削
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
九
条
の
表
の
改
正
規

定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
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埼
玉
県
規
則
第
六
号
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則 

 
埼
玉
県
教
育
委
員
会
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
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平
成
二
十
二
年
三
月
九
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埼
玉
県
教
育
委
員
会
委
員
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埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
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埼
玉
県
教
育
委
員
会
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す 

 
 

 

る
規
則 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
七
年
埼
玉
県

教
育
委
員
会
規
則
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
九
条
第
一
項
第
一
号
イ
中
「
別
記
様
式
第
九
号
」
を
「
別
記
様
式
第
三
十
号
」
に
改
め
る
。 

 

別
表
公
立
小
・
中
学
校
等
教
員
採
用
選
考
試
験
（
栄
養
教
員
特
別
選
考
）
の
項
項
目
の
欄
中
「
総

合
評
価
」
を
「
論
文
試
験
及
び
面
接
試
験
の
得
点
並
び
に
総
合
評
価
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

           



告 
 

示 
  

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
定

款
の
変
更
の
認
証
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
か
ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提

出
さ
れ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
変
更
後
の
定
款
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生
活
部
Ｎ

Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
及
び
埼
玉
県
川
越
比
企
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
東
松
山
事
務
所
に
お
い
て
備
え
置

く
方
法
並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（ht

tp://www.saitamaken-npo.net/
）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
三
月
九
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 
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一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
二
年
三
月
三
日 

二 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

 
 

（
変
更
前
）
特
定
非
営
利
活
動
法
人
生
活
工
房
「
つ
ば
さ
・
游
」 

 
 

（
変
更
後
）
特
定
非
営
利
活
動
法
人
生
活
工
房 

つ
ば
さ
・
游 

三 

代
表
者
の
氏
名 

 
 

高
橋 

優
子 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
小
川
町
み
ど
り
が
丘
二
丁
目
十
五
番
地
二
十
一 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

 
 

こ
の
法
人
は
、
小
川
町
を
愛
す
る
者
達
に
よ
り
、
顔
と
顔
の
見
え
る
相
互
扶
助
の
市
民
共
生 

 

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
仕
組
み
を
作
り
、
小
川
町
の
里
地
里
山
環
境
が
生
み
出
す
豊
か
な
地
域
資
源 

 

 

を
活
か
し
て
「
食
」
と
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
の
自
給
モ
デ
ル
を
築
く
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
そ
し 

 

て
、
そ
れ
に
必
要
な
様
々
な
社
会
的
要
素
の
あ
り
方
を
、
町
づ
く
り
、
人
づ
く
り
の
観
点
か
ら 

 

研
究
提
案
し
、
運
営
す
る
事
業
を
行
い
、
地
域
・
日
本
社
会
に
生
き
る
人
々
全
体
の
利
益
に
寄 

 

与
す
る
こ
と
と
す
る
。 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
四
十
二
号



告 
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粒
子
状
物
質
を
減
少
さ
せ
る
装
置
の
指
定
に
変
更
が
あ
っ
た
の
で
、
平
成
十
四
年
埼
玉
県
告
示

第
千
六
百
七
号
（
粒
子
状
物
質
を
減
少
さ
せ
る
装
置
の
指
定
に
つ
い
て
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
三
月
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 
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表
ニ
ッ
サ
ン
デ
ィ
ー
ゼ
ル
粒
子
状
物
質
減
少
装
置
（
Ｋ
Ｋ
・
Ｋ
Ｌ
―
２
０
０
５
３
０
）
の
項
及

び
ニ
ッ
サ
ン
デ
ィ
ー
ゼ
ル
粒
子
状
物
質
減
少
装
置
（
Ｋ
Ｃ
―
２
０
０
５
４
０
）
の
項
中
「
ニ
ッ
サ 
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に
、 
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に
改
め
る
。 

「
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ッ
サ

 

「
Ｕ

Ｄ
ト

ラ
ッ

ク
ス

粒
子

状
物

質
減

少
装

置
」

 
ン

デ
ィ

ー
ゼ

ル
粒

子
状

物
質

減
少

装
置

」
 

「
日

産
デ

ィ
ー

ゼ
ル

工
業

株
式

会
社

 
仲

村
 巖

」
 

「
Ｕ

Ｄ
ト

ラ
ッ

ク
ス

株
式

会
社

 
竹

 

内
 

覚
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埼
玉
県
告
示
第
三
百
四
十
三
号



告 
 

示 

  
粒
子
状
物
質
を
減
少
さ
せ
る
装
置
の
指
定
に
変
更
が
あ
っ
た
の
で
、
平
成
十
七
年
埼
玉
県
告
示

第
二
千
二
百
五
十
一
号
（
粒
子
状
物
質
を
減
少
さ
せ
る
装
置
の
指
定
に
つ
い
て
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
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平
成
二
十
二
年
三
月
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 
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表
ニ
ッ
サ
ン
デ
ィ
ー
ゼ
ル
粒
子
状
物
質
減
少
装
置
（
Ｋ
Ｌ
―
２
０
０
６
３
０
）
の
項
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 

 
 

 
  

に
改
め
る
。 

「
ニ

ッ
 

「
Ｕ

Ｄ
ト

ラ
ッ

ク
ス

粒
子

状
物

質
減

少
装

置
」

 
サ

ン
デ

ィ
ー

ゼ
ル

粒
子

状
物

質
減

少
装

置
」
 

「
日

産
デ

ィ
ー

ゼ
ル

工
業

株
式

会
社

 
仲

村
 

巖
」 

「
Ｕ

Ｄ
ト

ラ
ッ

ク
ス

株
式

会
社

 
竹

 

内
 

覚
」
 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
四
十
四
号



告 
 

示 

 
 

 
越
谷
市
か
ら
越
谷
都
市
計
画
生
産
緑
地
地
区
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の

で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
環
境
部
み
ど
り
再
生
課
に
お

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
三
月
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

       

埼
玉
県
告
示
第
三
百
四
十
五
号



告 
 

示 

 
 

 
川
越
市
か
ら
川
越
都
市
計
画
生
産
緑
地
地
区
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の

で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
環
境
部
み
ど
り
再
生
課
に
お

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
三
月
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 
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埼
玉
県
告
示
第
三
百
四
十
六
号



告 
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大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
三
月
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

エ
ム
ズ
タ
ウ
ン
幸
手
（
東
館
） 

 
 

 

幸
手
市
大
字
上
高
野
字
本
村
前
七
百
八
十
四
番
地
外 

 
 

 

エ
ム
ズ
タ
ウ
ン
幸
手
（
西
館
） 

 
 

 

幸
手
市
大
字
上
高
野
字
本
村
前
七
百
四
十
五
番
地
外 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
マ
ル
エ
ツ
開
発 

代
表
取
締
役 
蓜
島
徹 

 
 

 
 

 
 

 
 

東
京
都
中
野
区
中
央
一
丁
目
十
三
番
八
号 

 
 

 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
マ
ル
エ
ツ
開
発 

代
表
取
締
役 

青
木
等 

 
 

 
 

 
 

 
 

東
京
都
中
野
区
中
央
一
丁
目
十
三
番
八
号 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
年
五
月
二
十
三
日 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
二
年
二
月
十
七
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
二
年
三
月
九
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
七
月
九
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
東
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

 
 

埼
玉
県
利
根
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

平
成
二
十
二
年
三
月
九
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
七
月
九
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
支
援
課 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
四
十
七
号



告 
 

示 

  
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
三
月
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

エ
ム
ズ
タ
ウ
ン
三
郷
中
央 

 
 

 

三
郷
市
谷
中
二
百
六
十
八 

外 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
マ
ル
エ
ツ
開
発 

代
表
取
締
役 

蓜
島
徹 

 
 

 
 

 
 

 
 

東
京
都
中
野
区
中
央
一
丁
目
十
三
番
八
号 

 
 

 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
マ
ル
エ
ツ
開
発 

代
表
取
締
役 
青
木
等 

 
 

 
 

 
 

 
 

東
京
都
中
野
区
中
央
一
丁
目
十
三
番
八
号 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
年
五
月
二
十
三
日 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
二
年
二
月
十
七
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
二
年
三
月
九
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
七
月
九
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
東
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

平
成
二
十
二
年
三
月
九
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
七
月
九
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
支
援
課 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
四
十
八
号



告 
 

示 

 
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、 

山
王
用
水
土
地
改
良
区
か
ら
当
該
役
員
を
退
任
し
た
者
の
氏
名
及
び
住
所
に
つ
い
て
、
次
の
と
お

り
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
三
月
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

 

職 

名 
 

 

氏 
 

 
名 

 
 

 

住 
 

 

所 

 

理 

事 
 

新 

井 

家 
光 

 

深
谷
市
原
郷
三
九
七
番
地
五 

    

埼
玉
県
告
示
第
三
百
四
十
九
号



告 
 

示 

  
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
所
沢
都
市
計
画
道
路
を
変
更
し
た
。 

 

な
お
、当
該
変
更
に
係
る
図
書
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
三
月
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

       

埼
玉
県
告
示
第
三
百
五
十
号



告 
 

示 

  
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
川
越
都
市
計
画
用
途
地
域
を
変
更
し
た
。 

 

な
お
、当
該
変
更
に
係
る
図
書
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
三
月
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

       

埼
玉
県
告
示
第
三
百
五
十
一
号



告 
 

示 

  
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
さ
い
た
ま
都
市
計
画
道
路
を
変
更
し
た
。 

 

な
お
、当
該
変
更
に
係
る
図
書
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
三
月
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

       

埼
玉
県
告
示
第
三
百
五
十
二
号



告 
 

示 

  
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
上
尾
都
市
計
画
用
途
地
域
を
変
更
し
た
。 

 

な
お
、当
該
変
更
に
係
る
図
書
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
三
月
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

       

埼
玉
県
告
示
第
三
百
五
十
三
号



告 
 

示 

  
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
草
加
都
市
計
画
用
途
地
域
を
変
更
し
た
。 

 

な
お
、当
該
変
更
に
係
る
図
書
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
三
月
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

       

埼
玉
県
告
示
第
三
百
五
十
四
号



告 
 

示 

  
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
草
加
都
市
計
画
道
路
を
変
更
し
た
。 

 

な
お
、当
該
変
更
に
係
る
図
書
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
三
月
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

       

埼
玉
県
告
示
第
三
百
五
十
五
号



告 
 

示 

  
草
加
市
長
か
ら
草
加
都
市
計
画
新
田
駅
西
口
土
地
区
画
整
理
事
業
の
決
定
に
係
る
図
書
の
写
し

の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
市
街
地
整
備
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
三
月
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
五
十
六
号



告 
 

示 

 
宅
地
建
物
取
引
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）
第
六
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
処
分

に
係
る
公
開
の
聴
聞
を
次
の
と
お
り
行
う
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
三
月
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

聴
聞
の
日
時
及
び
被
聴
聞
者 

 

二 

聴
聞
の
場
所 

さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
三
丁
目
十
四
番
二
十
一
号 

 
 

職
員
会
館 

三
〇
一
会
議
室 

平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
六

日 午
後
三
時 聴

聞
の
日
時 

有
限
会
社 

 

エ
ー
ホ
ー
産
業 

取
締
役 

梅
邑 
孝
一 

被
聴
聞
者
の
商
号 

又
は
氏
名 

所
沢
市
久
米
六
〇
三
ー
一 

ア

ス
カ
ビ
ル
四
〇
五 

 
 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
五
十
七
号



告 
 

示 

 
埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
三
十
七
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
三
月
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

若 

林 

祥 

文 
 

 
 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
五
日 

 
 

指
令
川
建
セ
第
二
一
〇
〇
六
九
〇
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
二
年
三
月
四
日 

 
 

第
二
一
〇
一
七
八
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

比
企
郡
吉
見
町
大
字
前
河
内
字
番
場
通
三
二
一
―
二
、
三
二
〇
―
四 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

比
企
郡
吉
見
町
大
字
前
河
内
三
二
〇
―
三 

 
 

特
定
非
営
利
活
動
法
人 

萌
友 

理
事
長 

高
澤 

征
四
郎 

  
 

          



告 
 

示 

 
埼
玉
県
熊
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
百
十
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
三
月
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
熊
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

新 

藤 

巧 
 

 
 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
二
年
三
月
三
日 

 
 

指
令
熊
建
セ
第
二
一
〇
〇
二
六
二
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
二
年
三
月
三
日 

熊
建
セ
第
百
五
十
三
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
北
埼
玉
郡
騎
西
町
大
字
正
能
字
寺
前
九
〇
七
番
一 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 

 
 

埼
玉
県
加
須
市
花
崎
三
丁
目
八
番
地
九
ま
り
も
テ
ラ
ス
Ａ
棟 

木
村 

宜
朗 

 
 

 

 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
熊
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
百
十
一
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
三
月
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
熊
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

新 

藤 

巧 
 

 
 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
二
年
三
月
四
日 

 
 

指
令
熊
建
セ
第
二
一
〇
〇
二
六
二
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
二
年
三
月
四
日 

熊
建
セ
第
百
五
十
四
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
北
埼
玉
郡
騎
西
町
大
字
外
田
ヶ
谷
字
本
村
一
〇
六
八
‐
一
、
‐
五
、
‐
六
、
‐
七
、

一
〇
六
六
‐
二
、
‐
四
、
‐
六
、
一
〇
七
六
‐
三 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 

 
 

埼
玉
県
羽
生
市
大
字
上
新
郷
二
〇
一
〇
番
地
三
七 

有
限
会
社 

創
和
産
業 

代
表
取
締
役 

栁
井 

敏
史 

 
 

 

 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
千
四
十
四
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
三
月
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

坂 

巻 

一 

男 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
二
年
三
月
三
日 

 
 

指
令
越
建
セ
第
二
一
〇
一
四
二
一
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
二
年
三
月
三
日 

 
 

第
四
三
一
―
一
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

北

飾
郡
鷲
宮
町
大
字
八
甫
字
内
野
一
〇
五
九
―
一 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

加
須
市
花
崎
北
二
―
一
六
―
一 

Ｊ
―
八
〇
一 

 
 

田
口 

智
彬 



正 
 

誤 

 
埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
三
号
（
平
成
二
十
二
年
二
月
十
九
日
第
二
千
百

五
十
九
号
）
中
訂
正 

 

目
次 

誤 埼
玉
県
建
築
基
準
法
施
行
条
例
に
基
づ
く
道
路
の
位
置
の
指
定
に
つ
い
て 

 

正 建
築
基
準
法
に
基
づ
く
道
路
の
位
置
の
指
定
に
つ
い
て 

  

本
文 

ペ
ー
ジ 

 

行 

一 
 

 
 

前
か
ら
一
、
二 

 

誤 埼
玉
県
建
築
基
準
法
施
行
条
例
（
昭
和
三
十
五
年
埼
玉
県
条
例
第
三
十
七
号
）
第
五
十
六
条
の
三

第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
道
路
の
位
置
の
指
定
を
次
の
と
お
り
行
っ
た
。 

 

正 建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
る

道
路
の
位
置
の
指
定
を
次
の
と
お
り
行
っ
た
。 
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